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【公印省略】

台風時における園児・児童の登下校について

記

１ 暴風警報が発令された場合
（１） 登校前に暴風警報が発令された場合，臨時休園・休校（お休み）となります。

※テレビやラジオ等を通じて学校の臨時休校が伝えられます。各メディアの台風
情報をご確認下さい。本校からは Tetoru(テトル)でお知らせします。

２ 暴風警報が解除された場合
（１） 暴風警報の解除が，午前７時までに行われた場合

→ 平常保育・授業となります。

※給食の有無や日程についての詳細等は、Tetoru(テトル)でお知らせします。

（２） 暴風警報の解除が，午前７時から午前９時までに行われた場合
→ 速やかに登校してください。

※給食の有無や日程についての詳細等は、Tetoru(テトル)でお知らせします。

（３） 暴風警報の解除が，午前９時から正午までに行われた場合
→ 食事を済ませ，１３時３０分までに登校してください。

授業は５校時（１３時５０分）から行います。
幼稚園の預かり保育も，食事を済ませ登園させてください

（４） 暴風警報の解除が，正午以降に行われた場合
→ 臨時休園・休校（お休み）となります。

３ 登校後における暴風警報発令に伴う下校
（１） 台風の勢力，進路，速度から３時間以内に暴風域に入ることが予想される場

合は，登校後でも授業を切り上げて，下校することがあります。
※下校についての連絡等は、Tetoru(テトル)でお知らせします。

【電話番号】 鏡原幼稚園（72 ｰ 0196）鏡原小学校（72 ｰ 3146）

幼稚園・小学校ともに通常登園・登校

幼稚園は「臨時休園」とします

幼稚園は「臨時休園」とします
※ 預かり保育は、食事を済ませ、１３時から受け入れを開始します

幼稚園・小学校ともに「臨時休園・休校」
※幼稚園の預かり保育は、警報解除後１時間をめどに受け入れますが
午後３時以降に警報解除の場合は、休園（お休み）とします

幼稚園・小学校ともに臨時休園・休校（お休み）


